
京都市農業委員会告示第２号 

 

 農業委員会等に関する法律第２２条第４項及び京都市農業委員会農地部会会

議運営要領第２条の規定に基づき，京都市農業委員会告示第１号により告示し

た第８回京都市農業委員会農地部会会議を次のとおり変更して開催します。 

 

平成２５年５月２１日 

                    京都市農業委員会農地部会長 

 

                      （京都市農業委員会事務局） 

 

 開催予定日時 開催場所 

変

更

前 

平成２５年６月１０日（月）
午後２時 

京都市右京区西院西高田町 6 番地 1 
 京都市西部農業振興センター会議室 

変

更

後 

平成２５年６月１０日（月）
午後２時 

京都市中京区土手町夷川上る末丸町 284 番地 
 職員会館かもがわ会議室 


